
平塚八景について

景観法が平成１７年に施行されたことに伴い、景観法の基本理念の普
及や意識啓発を目的に、６月１日を『景観の日』と定められました。

今回は、昭和５７年に市民の推薦のもとに制定されている平塚の代表
的な観光資源である「平塚八景」と、吉沢地区において地域住民の皆さ
んの独自の取組みにより選定された“吉沢八景”を紹介し、地域の個性

を生かした景観の保全と創出の一例を紹介いたしました。

昭和５６年に市制施行５０周年を記念して、郷土の誇りとなるような景
勝地を制定するために、平塚八景を募集しました。平塚景勝選定委員
会において、観光、旅行、写真、絵画、文化財関係等の代表者がそれ
ぞれの立場から検討し、参考候補地を２４か所選定しました。候補地の
中から平塚八景にふさわしい場所を市民の方に応募していただき、市
民の推薦をもとに平塚八景が制定されました。制定の基準は、平塚市
の郷土の誇りとなるような、誰にも親しめる美しい景勝地で、見る人、訪
れる人に感動と心の安らぎを与えてくれるような場所が選ばれています。

展示の様子 ５日間で約３００名の方にご来場いただきました。










